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第１節 計画の策定方針 

１ 計画の目的 

本計画は災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42条の規定に基づき、印西市防災会

議（以下「防災会議」という。）が定める計画であって、本市の地域並びに市民の生命、身体及

び財産を災害から保護するため、本市の地域に係る災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧

等に関し、市及び関係機関が処理すべき事務または業務を定め、防災活動の総合的かつ効果的

な実施を図ることを目的とする。 

本計画は、本市の地域に係る災害対策に関する基本的かつ総合的な計画であることから、国

の防災基本計画、県の地域防災計画、指定行政機関及び指定公共機関等防災関係機関の防災業

務計画等との連携・整合を図るものである。 

２ 風水害対策の基本方針 

近年、局地的な大雨等による内水氾濫あるいは、長雨、竜巻、雹（ひょう）等による多くの

気象災害により日本各地で大きな被害が生じている。令和元年台風第 15号、令和元年台風第

19号及び令和元年 10月 25日の大雨では本市でも大きな被害が発生し、災害に対する備えを

強化することは極めて重要な課題となっている。 

さらに、大雪による交通対策や富士山等の噴火による降灰対策等、様々な災害への備えを考

慮することも必要である。 

このような本市の災害に的確に対応し、市民生活の安全を守り、高齢者、傷病者、障がい

者、乳幼児、外国人等の要配慮者や男女共同参画の視点をふまえながら、本市のもつ諸機能を

確保していくため、災害の各段階に応じた予防対策、応急対策及び復旧対策の充実に努める。 

(1) 災害予防対策 

１）市民への風水害に関する知識の普及や、洪水等の災害教訓の伝承に努めるとともに、自

主防災組織の結成促進及び育成強化並びに防災訓練の充実に努める。 

２）災害に強いまちづくりを進めるため、土砂災害の防止対策、建築物対策（高層ビル防火

対策を含む）などの都市防災対策を進める。 

３）防災拠点の整備を進めるとともに、各種資機材の備蓄、医薬品等の備蓄及び消防施設の

整備を進める。 

４）情報発信手段となる防災行政無線の整備、多岐に渡る情報伝達機能及び広報の拡充を進

める。 

５）要配慮者、災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮した対策計画を進める。 

６）他の自治体と連携体制を構築するため、災害時相互応援協定の締結を進める。また、被

災した他の自治体の支援体制を構築する。 

７） 帰宅困難者対策や防火管理等平常時から企業団体などの協力体制を構築し、災害時に

おける企業との連携を強化する。 

８）複合災害または長期間の対応が必要となる災害等、過酷災害への対応体制を構築する。 

９）災害対策に役立つ各種調査、研究を進める。 

(2) 災害応急対策 

１）災害時の迅速な対応がとれるよう、市、防災関係機関との連携により応急体制を整える。 

風
水
害
等
編

第
１
章 

総
則



第 1節 計画の策定方針 

風-2 

２）気象予警報や被害情報等の災害情報の収集伝達体制を整備する。 

３）被災者の安全な避難誘導に努めるほか、水や食糧、医薬品等の供給、医療や救助等の救

援救護活動の充実を図る。 

４）消防、水防、警備、交通規制等応急活動の充実を図るとともに対応職員の安全を確保す

るため装備品等の充実を図る。 

５）企業や学校、交通機関等と連携し、情報連絡体制や安全確保など帰宅困難者への支援を

図る。 

６）宅地の危険度判定を実施し、二次災害防止措置を早期に確立させる。 

７）必要に応じ、自衛隊や周辺自治体の応援を得て迅速な応急対策を実施する。 

８）水道、電気、ガス、電話等の生活関連施設等の迅速な応急復旧及び対策を図る。 

９）応急教育の早期実施を図る。 

10）災害廃棄物の迅速な処理及び廃棄物広域処理体制の確立を図る。 

11）応急仮設住宅の体制整備を図る。 

12）災害時の避難所運営など男女共同で参画できる体制の確立を図る。 

(3) 災害復旧対策 

１）一般被災者や被災事業者への援護措置の充実を進め、民生安定を図る。 

２）生活関連施設等の迅速な本格復旧を図る。 

３ 計画の修正 

市及び関係機関は、本計画を現状に即したものにするため常に検討を加え、修正する必要が

あると認める場合は、防災会議で審議のうえ修正する。 
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第２節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務 

または業務の大綱 
 

市、一部事務組合、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公

共的団体、その他防災上重要な施設の所有者・管理者、市民、事業者等は、おおむね次の事務

または業務を処理するものとする。 

１ 印西市 

１）市防災会議及び市災害対策本部に関すること 

２）防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること 

３）災害時における災害に関する被害の調査、報告と情報の収集に関すること 

４）災害の防除と拡大防止に関すること 

５）救助、防疫等り災者の保護及び保健衛生に関すること 

６）災害応急対策用資機材及び災害復旧資機材の確保と物価の安定に関すること 

７）被災産業に対する融資等の対策に関すること 

８）被災公共施設の応急対策に関すること 

９）災害時における文教対策に関すること 

10）災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

11）災害時における交通、輸送の確保に関すること 

12）被災施設の復旧に関すること 

13）管内の関係団体が実施する災害応急対策の調整に関すること 

14）被災者の生活再建支援に関すること 

15）自主防災組織等の育成に関すること 

16）防災教育・防災訓練に関すること 

２ 一部事務組合 

(1) 印西地区消防組合 

１）消防に関すること 

２）被災者の救出及び避難に関すること 

(2) 印旛利根川水防事務組合 

１）水防施設資機材の整備に関すること 

２）水防計画の策定と水防訓練に関すること 

３）水防活動に関すること 

(3) 印西地区環境整備事業組合 

１）災害時における廃棄物処理に関すること 

２）災害時における火葬に関すること 

(4) 印西地区衛生組合 

１）災害時におけるし尿処理に関すること 
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(5) 長門川水道企業団 

１）水道施設の管理に関すること 

２）応急給水等に関すること 

３）災害時における防災活動に関すること 

(6) 印旛郡市広域市町村圏事務組合 

１）水道施設の管理に関すること 

２）災害時における防災活動に関すること 

３ 千葉県 

１）千葉県防災会議及び県災害対策本部に関すること 

２）防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること 

３）災害時における災害に関する被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること 

４）災害の防除と拡大の防止に関すること 

５）災害時における防疫その他保健衛生に関すること 

６）災害応急対策用資機材及び災害復旧資機材の確保と物価の安定に関すること 

７）被災産業に対する融資等の対策に関すること 

８）被災県営施設の応急対策に関すること 

９）災害時における文教対策に関すること 

10）災害時における社会秩序の維持に関すること 

11）災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

12）災害時における交通、輸送の確保に関すること 

13）被災施設の復旧に関すること 

14）市が処理する事務及び事業の指導、指示及び斡旋等に関すること 

15）災害対策に関する自衛隊への派遣要請、国への応援要請及び隣接都県市間の相互応援協

力に関すること 

16）災害救助法に基づく被災者の救助、保護に関すること 

17）被災者の生活再建支援に関すること 

18）市が実施する災害応急対策の補助及び市町村間の総合調整に関すること 

４ 指定地方行政機関 

(1) 関東管区警察局 

１）管区内各県警察の災害警備活動の指導及び調整に関すること 

２）管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

３）他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携に関すること 

４）警察通信の確保及び警察通信統制に関すること 

５）噴火警報等の伝達に関すること 

(2) 関東総合通信局 

１）非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

２）災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）の派遣に関すること 

３）災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸し出しに関すること  

４）非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変
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更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）

の実施に関すること 

５）電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に関すること  

(3) 関東財務局千葉財務事務所 

１）立会関係 

主務省が行う災害復旧事業費の査定の立会に関すること 

２）融資関係 

① 災害つなぎ資金の貸付（短期）に関すること 

② 災害復旧事業費の融資（長期）に関すること 

３）国有財産関係 

① 地方公共団体が防災上必要な通信施設等の応急措置の用に供する場合における普通財

産の無償貸付に関すること 

② 地方公共団体が災害による著しい被害を受けた小・中学校等の施設の用に供する場合

における普通財産の無償貸付に関すること 

③ 地方公共団体が水防、消防その他の防災に関する施設の用に供する場合における普通

財産の減額譲渡または貸付に関すること 

④ 災害の防除または復旧を行おうとする事業者に対する普通財産の売払または貸付に関

すること 

⑤ 県が急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合における普通財産の無償貸付または譲与

に関すること 

⑥ 県または市町村が防災のための集団移転促進事業の用に供する場合における普通財産

の譲与等に関すること 

４）民間金融機関等に対する指示、要請関係 

① 災害関係の融資に関すること 

② 預貯金の払い戻し及び中途解約に関すること 

③ 手形交換、休日営業等に関すること 

④ 保険金の支払及び保険料の払込猶予に関すること 

⑤ 営業停止等における対応に関すること 

(4) 千葉労働局 

１）工場、事業所における労働災害の防止に関すること 

２）労働力の確保及び被災者の生活確保に関すること 

(5) 関東農政局 

１）農業関係、卸売市場及び食品産業事業者等の被害状況の把握に関すること 

２）応急用食料・物資の支援に関すること 

３）食品の需給・価格動向の調査に関すること 

４）飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること 

５）飼料、種子等の安定供給対策に関すること 

６）病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること 

７）営農技術指導及び家畜の移動に関すること 

８）被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること 

９）農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること 

10）被害農業者に対する金融対策に関すること 

(6) 関東森林管理局千葉森林管理事務所 
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１）国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成に関すること 

２）災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

(7) 関東経済産業局 

１）生活必需品、復旧資機材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

２）商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

３）被災中小企業の振興に関すること 

(8) 関東東北産業保安監督部 

１）火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の安全確保に関すること 

２）鉱山に関する災害の防止及び災害時の応急対策に関すること 

(9) 関東地方整備局 

１）災害予防 

① 防災上必要な教育及び訓練等に関すること 

② 通信施設等の整備に関すること 

③ 公共施設等の整備に関すること 

④ 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること 

⑤ 官庁施設の災害予防措置に関すること 

⑥ 豪雪害の予防に関すること 

２）災害応急対策 

① 災害に関する情報の収集、災害対策の助言・協力及び予警報の伝達等に関すること 

② 水防活動、避難誘導活動等への支援に関すること 

③ 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること 

④ 災害時における復旧資機材の確保に関すること 

⑤ 災害発生が予測されるときまたは災害時における応急工事等に関すること 

⑥ 災害時のための応急復旧資機材の備蓄に関すること 

⑦ 海洋汚染の拡散防止及び防除に関すること 

⑧ 災害時相互協力に関する申合せに基づく適切な緊急対応の実施に関すること 

３）災害復旧 

災害発生後、できる限り速やかに現況調査を実施し、被災施設の重要度、被災状況を勘案

の上、二次災害の防止に努めるとともに、迅速かつ適切な復旧を図るものとする。 

(10) 関東運輸局 

１）災害時における自動車輸送業者に対する運送の協力要請に関すること 

２）災害時における被害者、災害必要物資等の輸送調整に関すること 

３）災害による不通区間における迂回輸送等の指導に関すること 

(11) 関東地方測量部 

１）災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

２）復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること 

３）地殻変動の監視に関すること 

(12) 東京管区気象台 

１）気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２）異常気象時における気象予報及び気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動によ

る地震動に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

３）気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

４）地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 



第 2節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱 

風-7 

風
水
害
等
編 

第
１
章 

総
則 

風
水
害
等
編 

第
２
章 

災
害
予
防
計
画 

風
水
害
等
編 

第
３
章 

災
害
応
急
対
策
計
画 

風
水
害
等
編 

第
４
章 

災
害
復
旧
計
画 

(13) 関東地方環境事務所  

１）有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供に関すること 

２）廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集に関すること 

３）放射性物質（2011 年 3月 11日の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所か

ら放出された放射性物質に限る）による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除

去への支援に関すること 

４）行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等

に関すること 

(14) 北関東防衛局 

１）災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関すること 

２）災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関すること 

５ 自衛隊 

１）災害派遣の準備 

① 防災関係資料の基礎調査に関すること 

② 自衛隊災害派遣計画の作成に関すること 

③ 防災資機材の整備及び点検に関すること 

④ 市地域防災計画、千葉県地域防災計画及び自衛隊災害派遣計画に合致した各種訓練の

実施に関すること 

２）災害派遣の実施 

① 人命または財産の保護のため緊急に行う必要のある即時応急救援活動、民生支援及び

復旧支援に関すること 

② 災害派遣時の救援活動のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関す

ること 

６ 指定公共機関 

(1) 東日本電信電話株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

１）電気通信施設の整備に関すること 

２）災害時等における通信サービスの提供に関すること 

３）被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

(2) 日本赤十字社千葉県支部 

１）医療救護に関すること 

２）こころのケアに関すること 

３）救援物資の備蓄及び配分に関すること 

４）血液製剤の供給に関すること 

５）義援金の受付及び配分に関すること 

６）その他応急対応に必要な業務に関すること 

(3) 日本放送協会 

１）市民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２）市民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

３）社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

風
水
害
等
編

第
１
章 

総
則



第 2節 市及び防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱 

風-8 

４）被災者の受信対策に関すること 

(4) 東日本旅客鉄道株式会社 

１）鉄道施設等の保全に関すること 

２）災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３）帰宅困難者対策に関すること 

(5) 日本貨物鉄道株式会社 

災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関すること 

(6) 東京ガス株式会社 

１）ガス供給施設（製造設備等を含む）の建設及び安全確保に関すること 

２）ガスの供給に関すること 

(7) 日本通運株式会社 

１）災害時における貨物（トラック）自動車による救助物資及び避難者の輸送の協力に関す

ること 

(8) 東京電力パワーグリッド株式会社 

１）災害時における電力供給に関すること 

２）被災施設の応急対策と災害復旧に関すること 

(9) ＫＤＤＩ株式会社 

１）電気通信施設の整備に関すること 

２）災害時等における通信サービスの提供に関すること 

３）被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

(10) 日本郵便株式会社 

１）災害時における郵便事業運営の確保 

２）災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

① 被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 

③ 被災地あて郵便物の料金免除に関すること 

３）災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること 

(11) ソフトバンク株式会社 

１）電気通信施設の整備に関すること 

２）災害時等における通信サービスの提供に関すること 

３）被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

(12) 福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

１）災害時における物資の輸送に関すること 

７ 指定地方公共機関 

(1) 手賀沼土地改良区、印旛沼土地改良区 

１）用排水施設の整備と管理に関すること 

２）農地及び農業用施設の被害調査と災害復旧に関すること 

(2) 東日本ガス株式会社、一般社団法人千葉県ＬＰガス協会 

１）ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 

(3) 北総鉄道株式会社 

１）鉄道施設等の保全に関すること 
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２）災害時における救援物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３）帰宅困難者対策に関すること 

(4) 京成電鉄株式会社 

１）鉄道施設等の保全に関すること 

２）災害時における救援物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３）帰宅困難者対策に関すること 

(5) 公益社団法人千葉県医師会 

１）医療及び助産活動に関すること 

２）医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

(6) 一般社団法人千葉県歯科医師会 

１）歯科医療活動に関すること 

２）歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

(7) 一般社団法人千葉県薬剤師会 

１）調剤業務及び医薬品の管理に関すること 

２）医薬品等の需給状況の把握及び情報の提供に関すること 

３）地区薬剤師会との連絡調整に関すること 

(8) 公益社団法人千葉県看護協会 

１）医療救護活動に関すること 

２）看護協会と医療機関等会員施設との連絡調整に関すること 

(9) 千葉テレビ放送株式会社、株式会社ニッポン放送、株式会社ベイエフエム 

１）市民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２）市民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

３）社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

(10) 一般社団法人千葉県トラック協会、一般社団法人千葉県バス協会 

１）災害時における貨物自動車（トラック）及び旅客自動車（バス）による救助物資及び避

難者の輸送の協力に関すること 

８ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

(1) 成田赤十字病院 

１）医療施設の保全整備及び復旧に関すること 

２）災害時における医療対策に関すること 

(2) 日本医科大学千葉北総病院 

１）医療施設の保全整備及び復旧に関すること 

２）災害時における医療対策に関すること 

(3) 公益社団法人印旛市郡医師会 

１）医療及び助産活動に関すること 

２）医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

(4) 公益社団法人千葉県印旛郡市歯科医師会 

１）歯科医療活動に関すること 

２）歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

(5) 公益社団法人千葉県柔道整復師会 

１）医療活動に関すること 
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２）地区柔道整復師会と医療機関との連絡調整に関すること 

(6) 公益社団法人千葉県獣医師会 

１）災害時における獣医療に関すること 

(7) 一般社団法人印旛郡市薬剤師会 

１）医薬品の調達、供給に関すること 

２）県薬剤師会と薬剤師との連絡調整に関すること 

(8) 成田高速鉄道アクセス株式会社 

１）鉄道施設等の保全に関すること 

(9) 千葉ニュータウン鉄道株式会社 

１）鉄道施設等の保全に関すること 

(10) 一般社団法人千葉県タクシー協会 

１）災害時における旅客自動車（タクシー）による救助物資及び避難者の輸送の協力に関す

ること 

(11) 株式会社千葉ニュータウンセンター 

１）ＣＡＴＶによる災害情報、避難情報等の放送に関すること 

(12) 株式会社広域高速ネット二九六 

１）ＣＡＴＶによる災害情報、避難情報等の放送に関すること 

(13) かもめガス株式会社 

１） ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 

(14) 社会福祉法人印西市社会福祉協議会 

１）市、県が行う災害応急活動及び復旧活動への協力に関すること 

２）災害ボランティアに関すること 

(15) 西印旛農業協同組合 

１）県、市が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

２）農作物等災害応急対策の指導及び被害農家に対する融資等の斡旋に関すること 

３）農業生産資機材及び農家生活資機材の確保に関すること 

(16) 印西市商工会 

１）市、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること 

２）救助用物資（生活必需品）等の復旧用資機材確保に関すること 

(17) 木下土地改良区 

１）防災ため池等の施設の整備と管理に関すること 

２）農地及び農業用施設の被害調査と災害復旧に関すること 

３）たん水の防排除施設の整備と活動に関すること 

(18) 建設事業者 

１）災害時における道路復旧対策、住宅復旧対策及び建設活動への協力に関すること 

(19) 銀行等金融機関 

１）被災事業者等に関する資金融資に関すること 

(20) 学校等の施設の管理者 

１）避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 

２）災害時における応急教育対策計画の確立と実施に関すること 

３）災害時における避難者の収容及び保護に関すること 

(21) 危険物取扱施設等の所有者・管理者 

１）安全管理の徹底に関すること 
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２）防護施設の整備に関すること 

３）災害時における防災活動に関すること 

９ 市民及び事業者等 

(1) 市民 

１）自らの生命・身体・財産を守り、被害を最小限に食い止めるため、食料、飲料水等の備

蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、モバイルバッテリー等）の準備、

家具の転倒防止、ガス機器等の適切な取扱いなどの出火防止対策等、各家庭での身近な災

害時の備えを講じること 

２）市及び県が実施する防災対策に協力するとともに、自発的な防災活動に積極的に参加

し、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等に寄与すること 

３）市民自らが隣近所、地域で協力し合い、被害を軽減するための行動ができるように地域

コミュニティの形成に努めること 

４）過去の災害から得られた教訓の伝承や、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復

旧等に寄与すること 

(2) 自主防災組織 

１）防災組織の編成及び任務分担の確認把握に関すること 

２）情報の収集伝達に関すること 

３）避難誘導、救出救護の協力に関すること 

４）被災者に対する炊出し、救援物資の配布等の協力に関すること 

５）被害状況調査等の災害対策の協力に関すること 

６）訓練に関すること 

７）避難行動要支援者の避難支援に関すること 

８）避難所運営に関すること 

(3) 事業所 

１）事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保に努めるとともに、地域の防災活

動に積極的に参加し、地域における防災力の向上に寄与すること 

２）集客施設を保有する事業所は、来客者の安全確保に努めること 

３）事業所等は災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努める

とともに、防災訓練の実施、復旧計画の策定、サプライチェーンの確保等の事業継続マネ

ジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努めること 

(4) ボランティア団体 

１）普段から構成員間の連携を密にして活動体制の整備を図るとともに、災害時には行政機

関と協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与すること 
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風-12 

第３節 市域の概要 

１ 社会環境 

(1) 位置・地勢 

印西市は、千葉県の北西部、東京都心から約 40km、千葉市から約 20km、成田国際空港から

約 15km に位置し、西部は柏市、我孫子市、白井市に、南部は八千代市、佐倉市、酒々井町に、

東部は成田市、栄町に、北部は利根川を挟んで茨城県に接している。 

市域は、北部を利根川、南東部を印旛沼、北西部を手賀沼に囲まれ、標高 20～30ｍ程の台

地部と湖沼周辺の低地部から構成されている。台地部は、千葉ニュータウン事業により開発

された市街地や山林、畑が広がっており、低地部は、恵まれた水辺環境により豊かな水田地

帯が形成されている。また、台地部と低地部の境には、印旛沼や手賀沼などに流れ込む大小

の河川の浸食作用によって枝状に形成された下総台地特有の谷津が広がり、里山と呼ばれる

地域景観が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈印西市の位置〉 

 

(2) 人口 

印西市の人口は、昭和 50年代には２万人未満であったが、令和３年３月には 106,800 人

となり、平成 22年の合併時よりも 17,082 人（19％）増加しており、人口は未だ増加傾向に

ある。 

主な人口増加要因は、千葉ニュータウン事業等の宅地開発によるものである。旧印西市に

おいては昭和 59年の千葉ニュータウン中央駅圏の｢木刈・内野地区｣などへの入居、旧本埜

村においては平成９年の印西牧の原駅圏の｢滝野地区｣への入居、旧印旛村においては平成 1

2年の印旛日本医大駅圏の｢いには野地区｣への入居が人口増の起点となっている。 
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資料：千葉県年齢別・町丁字別人口（昭和 45～55年は 10月１日、それ以降は３月 31日時点） 

 

(3) 交通・ライフライン 

市内の主要な道路は、一般国道 356 号、一般国道 464号、一般県道千葉ニュータウン北環

状線及び一般県道千葉ニュータウン南環状線が東西方向に走り、さらに南北を放射状に結ぶ

複数の県道、これらの道路を軸とした幹線市道の整備によって広域的なネットワークを形成

している。鉄道については従来からのＪＲ成田線、北総線に加え、平成 22年７月に成田ス

カイアクセスが開業したことで東京・成田への近接性が増し、利便性の向上が図られた。 

ライフラインのうち、水道については、市営である印西市水道事業のほか、千葉ニュータ

ウン区域は千葉県水道事業、本埜地区は一部を長門川水道企業団水道事業と、市全域で３つ

の水道事業が存在し、それぞれの地域において水の供給を行っている。下水道普及率は、 

82.8%（令和２年３月 31日現在）である。また、ガスは都市ガス及びプロパンガス、電力は

東京電力パワーグリッド株式会社により供給されている。 

２ 自然環境 

(1) 地形 

印西市の地形は、標高５ｍ程度の沖積低地、標高 20～30ｍ程度の平坦な下総台地と、湖沼

周辺の低地により構成されている。谷が台地に深く入り込む谷津と呼ばれる地形と斜面緑地

により、本市の特徴的な景観が形成されている。 

本市は、南東部に印旛沼、北西部に手賀沼、北部には利根川水系の多くの川に囲まれてい

るほか、調整池や湧水なども多数点在しており、県内でも豊かな水資源を持つ地域である。 

一方で、低地では、水害の危険性が高く、特に旧河道や後背湿地は周囲に比べ地盤高が低

いため、洪水流が流入しやすく、かつ排水性能が悪いため、浸水被害の影響が大きくなる傾

向がある。また、台地・段丘上の凹地・浅い谷が分布している地域においても、浸水被害を
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受ける恐れがある。 

(2) 地質・地盤 

低地部は、台地・段丘から浸食されて堆積した締まりの緩い粘土・シルト・砂からなり、

この地層が地表面下 20～30ｍまで分布する、いわゆる軟弱地盤を形成している。このような

土地では、地震時の「ゆれ」が大きくなり、建物等の被害が大きくなる特徴がある。また、

砂層が分布するところでは、地震時に砂が流動する「液状化現象」が発生しやすく、建造物

や盛土の不同沈下や地割れ等のおそれがある。 

台地・丘陵部では、地表面下 10ｍ程で堅硬な地盤が現れる良好な地盤であるが、一部、谷

筋を埋立てた人工地形に軟弱地盤が分布する。 

(3) 気候 

印西市の気候は、おおむね温暖である。平成 15年から平成 24年までの年平均気温は 14.4

～15.5℃、年間降水量は 1,248.5～1,844.5mm（平成 15年～24年：印西市統計書データいん

ざい 2020）、風向は冬に北西の風、夏に南西の風が多く吹く傾向にある。 
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第４節 災害の想定 

１ 水害 

(1) 想定水害 

印西市では、利根川、高崎川・印旛沼流域、手賀川及び手賀沼を対象とし洪水浸水想定区

域が指定されている。 

各河川、及び３河川を合わせた洪水浸水想定区域（想定最大規模）に基づき、令和２・３

年度に実施した「印西市防災アセスメント調査」において、被害想定を行った。 

各河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模）の前提となる降雨を以下に示す。 

 

〈洪水浸水想定区域（想定最大規模）の前提となる降雨〉 

No. 河川名 想定降雨量 

1 利根川 
利根川流域、八斗島上流域の総雨量 491mm/3 日
間 

2 高崎川・印旛沼流域 高崎川・印旛沼流域の総雨量 668.7mm/1 日 

3 手賀川・手賀沼 手賀川・手賀沼流域の総雨量 815mm/2 日間 
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〈利根川の氾濫による浸水想定区域〉 

 

〈高崎川・印旛沼流域の氾濫による浸水想定区域〉 

  

令和２・３年度印西市防災アセスメント調査報告書 
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〈手賀川・手賀沼の氾濫による浸水想定区域〉 

 

〈全河川の氾濫による浸水想定区域〉 

 
令和２・３年度印西市防災アセスメント調査報告書 
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また、近年の印西市ならびに隣接する気象台等において短時間降雨が最大である我孫子地域

気象観測所で観測された平成 20年８月 30日降雨を想定して、排水施設の能力不足や、河川の

水位上昇に伴い雨水を排水できない場合において浸水する区域とその深さを表す浸水想定区域

を作成した。 

 

〈内水氾濫による浸水想定区域〉 

 

令和２・３年度印西市防災アセスメント調査報告書 
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(2) 被害の想定 

利根川、高崎川・印旛沼流域、手賀川及び手賀沼を対象とし洪水浸水想定区域を基に算出

した建物被害、人的被害、災害廃棄物の予測結果は次のとおりである。 

 

〈建物被害の予測結果〉 

 

〈被災人口の予測結果〉 

 

〈災害時要配慮者数の予測結果〉        〈死者数の予測結果〉 

   

〈最大孤立者数の予測結果〉 

 

〈災害廃棄物の予測結果〉 

 

※「全河川」による被害予測は、各河川の被害の重複を除くため、合計が合わない場合がある。 

  

全壊 半壊

利根川 7,648 4,653 2,661
高崎川・印旛沼流域 180 4 99
手賀川・手賀沼 195 2 131
全河川（※） 7,650 4,653 2,663

河川
浸水区域内
建物棟数（棟）

全壊 半壊

利根川 14,969 9,139 5,292
高崎川・印旛沼流域 251 4 135
手賀川・手賀沼 284 2 189
全河川（※） 14,971 9,139 5,294

河川
被災人口
（人）

全壊 半壊

利根川 2,587 1,579 914

高崎川・印旛沼流域 43 1 23
手賀川・手賀沼 49 0 33
全河川（※） 2,587 1,579 915

河川
浸水区域内

要配慮者数（人）
河川 死者数（人）
利根川 747

高崎川・印旛沼流域 0
手賀川・手賀沼 0
全河川（※） 747

孤立者
（人）

うち要配慮者
（人）

孤立者
（人）

うち要配慮者
（人）

孤立者
（人）

うち要配慮者
（人）

孤立者
（人）

うち要配慮者
（人）

利根川 8,686 1,329 8,118 1,222 5,507 828 3,184 479
高崎川・印旛沼流域 88 17 28 5 26 4 17 3
手賀川・手賀沼 118 21 78 12 64 10 37 6
全河川（※） 8,688 1,329 8,119 1,222 5,508 828 3,185 479

直後 1日後 2日後 3日後
河川

利根川 高崎川・印旛沼流域 手賀川・手賀沼 全河川（※）

605,805 2,763 3,269 605,841
うち可燃物(t) 411,948 1,879 2,223 411,972

残り廃棄物量(t) 1日後 411,648 1,579 1,923 411,672
2日後 411,348 1,279 1,623 411,372

1,374日 7日 8日 1,374日処理に係る日数

廃棄物量(t)

焼却施設のごみ処理能力 300t/日

…
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２ 土砂災害 
土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定された急傾斜地の位置は、次のとおりである。 

〈急傾斜地の位置（令和３年３月）〉 

 

令和２・３年度印西市防災アセスメント調査報告書 

３ 竜巻等による災害 

短時間のうちに発生する竜巻、旋風等によって、局地的に住宅の損壊、車両の転倒、飛来物

の衝突等による被害等の損壊が想定される。 

４ 火山災害 

印西市では、噴石や火砕流による被害は想定できないが、富士山、浅間山等の噴火が発生し

た場合は、風向きや風の強さによっては降灰があり、道路交通や農作物に影響が想定される。 

「富士山火山防災マップ」（内閣府）では、最大２cm程度の降灰が想定されている。 

５ 雪害 

降雪による道路上の積雪による通行障害、公共交通機関の運休、農作物等の被害を想定す

る。 
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６ 災害履歴 

昭和 57年以降、印西市における風水害の履歴は、大雨による浸水被害と土砂災害である。特

に、令和元年房総半島台風（台風15号）、令和元年東日本台風（台風 19号）及び 10月 25日の

大雨では、豪雨及び暴風により、市内で家屋の損壊や道路の冠水、長期間の停電が発生するなど、

甚大な被害が発生した。 

竜巻やダウンバーストのような風害や雹害（ひょうがい）については、平成 12年５月に突風

や雹（ひょう）による被害が発生している。 

また、1707 年の富士山噴火では印西市周辺にも降灰があった。 

 

〈令和元年台風 15号、19号及び 10月 25日の大雨による人的、建物被害〉 

区分 台風 15号、19号、10月 25日の大雨 

人的被害 死者 ０人 

重傷者 ０人 

軽傷者 ２人 

住家被害 全壊 11 棟 

半壊 12 棟 

一部損壊 383 棟 

出典：台風 15号の被害状況は、千葉県防災危機管理部「令和元年台風 15号（第 130報）」について

（令和３年１月 21日）による。 

   台風 19号の被害状況は、千葉県防災危機管理部「令和元年台風 15号（第 127報）」及び台風 19

号（第 68報）について（令和 2年 9月 30日）による。 

   10 月 25日大雨の被害状況は、千葉県防災危機管理部「令和元年 10月 25日の大雨警報について

（第 61報）」による 

 

〈令和元年台風 15号、19号及び 10月 25日の大雨による交通・ライフライン被害〉 

【交通被害】 

・倒木や冠水による被害が発生 

・東日本旅客鉄道の成田線、京成電鉄の北総線・成田スカイアクセス

線が一部運休 

【ライフライン被害】 

・水道（大きな被害なし） 

・電気（停電→復旧） 

最大停電世帯数 約 6,800 軒 

東京電力（９月 17日７時 30分市内全域復旧確認） 

・ガス（大きな被害報告なし） 

・電話 

９月 10日 11 時 50分頃から 18時 00 分頃まで不通 
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